
国土強靭化地域計画の策定について

総務課

１ 概要

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基

本法(平成 25 年法律第 95 号)第 13 条の規定に基づき、国土強靭化に関する施策の総

合的な推進を図るため、国基本計画及び県計画との調和を保ち、琴浦町における地

域防災計画をはじめとする様々な分野の計画の指針となるもの。

２ 県中部の４町(琴浦町、三朝町、湯梨浜町、北栄町)合同で策定について

(１) ４町が連携して作成することで、県の支援を受けることができた。

(２) 県と４町で情報交換することで効率的に計画策定ができた。

３ 計画期間

令和２年度から令和６年度の概ね５年間

４ 計画内容

県計画を参考に８つの「事前に備えるべき目標」を定め、「起きてはならない最悪

の事態」を回避するための施策を設定する。

重要業績指標(KPI)の進捗管理を行い、PDCA サイクルにより強靭化施策の推進を図

る。

５ 国の交付金・補助事業について(令和３年度以降)

(１) 計画策定により、国の国土強靭化関連の交付金・補助金の採択優先度の向

上

(２) 計画策定が、交付金・補助金の「重点化・要件化・見える化」となる予定

６ 他自治体の計画策定状況

(１) 県内の自治体(境港市以外) 今年３月までに策定予定

(２) 境港市 今年 12 月策定予定






